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令和2年度からスタートした「第6次鶴ヶ島市総合計画」。
市の将来像「しあわせ共感 安心のまち つるがしま」の
実現に向けた取組などをお知らせします！

しあわせ共感しあわせ共感
安心のまち安心のまち
つるがしまつるがしま
の実現に向けて
の実現に向けて

鶴ヶ島中学校と西中学校の学校再編に関する 
市民説明会を開催します

問合先　学校教育課学校再編担当

ご遺族の手続きをわかりやすく 
「おくやみハンドブック」

問合先　市民課戸籍担当

　
令
和
９
年
４
月
開
校
を
目
指
し

て
、
鶴
ヶ
島
中
学
校
と
西
中
学
校

の
学
校
再
編
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
学
校
再
編
の
必
要
性
や
再
編

の
取
組
に
つ
い
て
、
市
民
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

対
象
　
ど
な
た
で
も
参
加
可

そ
の
他
　

・
当
日
は
、
体
温
を
測
定
し
、
発

熱
や
風
邪
症
状
が
あ
る
場
合
に
は

参
加
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
の
た
め
、
受
付
で
、
氏
名
・

住
所
・
連
絡
先
・
当
日
の
体
調
な

ど
を
確
認
し
ま
す
。

・
７
月
予
定
の
国
政
選
挙
の
日
程

に
よ
り
、
説
明
会
の
日
時
・
会
場

を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
身
近
な
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ

と
に
伴
う
各
種
手
続
き
を
ま
と
め

た
「
お
く
や
み
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

（
フ
ル
カ
ラ
ー
）を
作
成
し
ま
し

た
。
市
役
所
で
の
手
続
き
だ
け
で

な
く
、
そ
の
他
の
手
続
き
に
つ
い

て
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　「
お
く
や
み
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

は
死
亡
届
を
提
出
さ
れ
た
ご
遺
族

や
代
行
の
葬
祭
業
者
に
お
渡
し
し

ま
す
。
ご
希
望
の
方
に
は
下
記
の

場
所
で
も
配
布
し
ま
す（
部
数
に

限
り
あ
り
）。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

※
　
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
㈱

ジ
チ
タ
イ
ア
ド
と
の
協
働
の
も

と
、
協
賛
企
業
の
協
力
に
よ
り
作

成
し
て
い
ま
す

主
な
配
布
場
所
　

市
民
課
、
健
康
長
寿
課
、
若
葉
駅

前
出
張
所
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、

社
会
福
祉
協
議
会

英検検定料を助成しています

※　開会30分前から受付を開始します。コロナ禍のため、入場者数を制限する場
合があります
※　駐車場には限りがありますので、ご注意ください

期日 時間 (1 時間程度 ) 会場 定員

6月26日（日）
10時～ 西市民センター

90人程度

13時30分～ 北市民センター
6月29日（水） 19時～ 西市民センター

7月 2日（土）
10時～ 北市民センター

13時30分～ 西市民センター
7月 6日（水） 19時～ 北市民センター

　市では、市内の中学校に通う3年生を対象に実用英語技
能検定（第2回）の検定料を助成する「中学校英語技能検定
取得推進事業」を実施しています。
　この事業は、グローバル化に対応した英語教育を推進し、
英語で自分の考えを伝えられる語学力を持つ生徒を育成す
ることを目的に行われています。
　これにより、生徒の英語力と学習意欲の向上を図ってい
ます。

【参考】令和3年度実施結果　
市内の中学校に通う3年生　英検3級以上取得率51％
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令和3年度下半期財政状況をお知らせします

問合先　財政課財政担当

　
市
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
、

毎
年
２
回
定
期
的
に
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
令
和
３
年
度
上
半
期

（
４
月
～
９
月
）の
収
支
状
況
に
下

半
期（
10
月
～
３
月
）の
状
況
を
加

え
た
数
値
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

（
公
表
し
た
数
値
は
令
和
４
年
３

月
31
日
現
在
の
も
の
で
す
）。

　
な
お
、
令
和
３
年
度
の
一
般
会

計
当
初
予
算
額
は
２
０
９
億
１
０

０
０
万
円
で
す
。
こ
れ
に
57
億
９

０
５
６
万
円
を
追
加
し
、
最
終
予

算
額
は
２
６
７
億
56
万
円
と
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
の
会
計
で
は
５
月
末

日
ま
で
が
現
金
の
収
入
・
支
出
を

整
理
す
る
期
間
で
す
の
で
、
今
回

公
表
す
る
額
は
決
算
額
と
は
異
な

り
ま
す
。令
和
３
年
度
決
算
額
は
、

あ
ら
た
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※  

各
数
値
の
万
円
未
満
は
四
捨

五
入
の
上
、
端
数
処
理
し
て
い
ま

す

一般会計

特別会計
会計名 予算額 収入済額 収入率（％） 支出済額 執行率（％）

国民健康保険 71億5524万円 69億3758万円 97.0 68億4735万円 95.7

後期高齢者医療 8億5474万円 8億5519万円 100.1 8億2541万円 96.6

介護保険 48億6147万円 46億9019万円 96.5 43億 7万円 88.5

一本松土地区画整理事業 1億5390万円 1億5223万円 98.9 1億 124万円 65.8

若葉駅西口土地区画整理事業 3億7205万円 2億6971万円 72.5 2億9952万円 80.5

0 50 100 150

歳   入
収入済額  255億3347万円

（収入率95.6%）

歳   出
支出済額  237億8184万円

（執行率89.1%）

予 算 額
267億 56万円

0（億円） （億円）100 50150

43億2867万円
40億4922万円（93.5%）

81億2150万円
70億5198万円（86.8%）

98億8000万円
99億7029万円（100.9%）

21億7192万円
23億3970万円（107.7%）

14億9381万円
15億1589万円（101.5%）

12億8731万円
9億4581万円（73.5%）

10億7794万円
10億7794万円（100.0%）

1億1971万円
1億 573万円（88.3%）

25億4837万円
25億2613万円（99.1%）

119億2424万円
106億9620万円（89.7%）

22億1823万円
18億8930万円（85.2%）

25億4296万円
17億9418万円（70.6%）

19億2412万円
17億2131万円（89.5%）

15億4341万円
15億4061万円（99.8%）

9億7357万円
9億6242万円（98.9%）

（90.6%）

予算額（上段）　　　  収入済額（下段） 予算額（上段）　　　  支出済額（下段）

市 税
（市民税、固定資産税）  などの税収入

繰 越 金
（前年度から   ）  繰り越し

そ の 他
（地方譲与税、     ）  繰入金など

国県支出金
（特定事業のため）  国・県が支出

地方交付税
（市の財政状況に応じて）  国から交付

市 債
（大きな事業などを　）  行うための借入金

地方消費税交付金
（県の地方消費税収入）  から交付

分担金及び負担金
（特定事業の       ）  受益者が負担

民 生 費
（福祉全般）

衛 生 費
（安全で               ）  衛生的な生活

そ の 他
（議会費、労働費、                  ）  農林水産業費、商工費など 

総 務 費
（総括的事務）

土 木 費
（道路、公園整備など）

教 育 費
（教育全般）

公 債 費
（市債返済）

消 防 費
（消防や災害対策）

12億4536万円
11億2860万円
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児童手当制度が改正されます 

問合先　こども支援課子育て支援担当

現
況
届
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な

り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
、
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
る
す
べ
て
の
方
は
、
毎
年

６
月
１
日
現
在
の
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
４
年
度

分
の
現
況
届
か
ら
は
、
市
が
住
民

基
本
台
帳
な
ど
で
現
況
を
確
認
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
次
の

方
を
除
き
、
現
況
届
の
提
出
が
不

要
と
な
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

・
離
婚
協
議
中
の
配
偶
者
と
別
居

し
て
い
る
方

・
Ｄ
Ｖ
避
難
な
ど
に
よ
り
、
鶴
ヶ

島
市
に
住
民
票
が
な
い
方

・
そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
の
案
内

が
あ
っ
た
方

※
　
該
当
者
に
は
、
６
月
上
旬
ま

で
に
市
か
ら
現
況
届
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
６
月
中
に
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い

所
得
要
件
が
見
直
さ
れ
ま
す

　
令
和
４
年
10
月
支
給
分
か
ら
、

所
得
上
限
額
以
上
の
方
は
、
受
給

資
格
が
消
滅
し
、
特
例
給
付
の
支

給
が
な
く
な
り
ま
す
。

※
　
扶
養
親
族
な
ど
の
人
数
は
、

令
和
３
年
分
所
得
申
告
の
際
の
人

数
で
す

※
　
扶
養
親
族
な
ど
が
４
人
以
上

の
場
合
、
１
人
に
つ
き
38
万
円
ず

つ
上
限
額
を
加
算
し
ま
す

※
　
受
給
資
格
が
消
滅
し
た
あ
と

に
、
所
得
上
限
額
を
下
回
っ
た
場

合
は
、
改
め
て
認
定
請
求
書
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す

　
詳
し
く
は
、
市
か
ら
の
案
内
通

知（
６
月
上
旬
ま
で
に
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
る
す
べ
て
の
方
に

郵
送
し
ま
す
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。詳細はこちら

代理人、第三者による戸籍・住民票取得の確認に！「本人通知制度」  

問合先　市民課戸籍担当

　
本
人
通
知
制
度
は
、
住
民
票
の

写
し
や
戸
籍
の
証
明
な
ど
を
、
代

理
人
や
第
三
者（
職
務
上
請
求
で

き
る
人
な
ど
）に
交
付
し
た
と
き
、

そ
の
事
実
を
本
人
に
通
知
す
る
制

度
で
す
。
事
前
の
登
録
が
必
要
で

す
。

　
自
分
の
住
民
票
の
写
し
な
ど
が

第
三
者
に
交
付
さ
れ
た
こ
と
や
、

委
任
し
た
請
求
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
通
知
さ
れ
る
の
で
、
不
正
取
得

に
よ
る
権
利
侵
害
の
抑
止
に
役
立

ち
ま
す
。

　
ま
た
、
本
人
通
知
制
度
が
一
般

に
周
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
委

任
状
の
偽
造
や
、
差
別
に
つ
な
が

る
身
元
調
査
な
ど
の
未
然
防
止
に

効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
一
度
登
録
す
れ
ば
更
新
は
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
住
所
・
氏
名
・

本
籍
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、
変
更
の
手
続
を
お
願
い
し
ま

す
。

受
付
場
所
　
市
民
課
、
若
葉
駅
前

出
張
所（
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク
内
）

登
録
で
き
る
方
　
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
本
籍
の
あ
る
方（
住
民
票

の
除
票
や
除
籍
な
ど
の
あ
る
方
を

含
み
ま
す
）

登
録
に
必
要
な
も
の
　

①
申
請
書（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

②
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）

法
定
代
理
人
が
登
録
す
る
場
合

①
、
②
お
よ
び
法
定
代
理
人
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
類（
戸
籍
謄

本
な
ど
）

代
理
人
が
登
録
す
る
場
合

①
、
②
お
よ
び
委
任
状

※
　
代
理
人
が
同
一
世
帯
の
方
の

場
合
、
委
任
状
は
不
要
で
す

通
知
対
象
と
な
る
証
明
書

・
住
民
票（
除
票
を
含
む
）の
写
し

（
本
籍
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書（
本

籍
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・
戸
籍
附
票（
除
附
票
を
含
む
）の

写
し

・
戸
籍（
除
籍
を
含
む
）謄
抄
本

・
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書

通
知
内
容
　
交
付
年
月
日
、
交
付

し
た
証
明
書
の
種
類
、
通
数
、
請

求
者
の
種
別（
代
理
人
ま
た
は
第

三
者
の
別
）

※
　
代
理
人
や
第
三
者
に
よ
る
申

請
内
容
に
つ
い
て
は
、
鶴
ヶ
島
市

個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
基

づ
き
、
本
人
が
開
示
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
証
明
書
を
取

得
し
た
代
理
人
や
第
三
者
の
個
人

情
報
は
開
示
で
き
ま
せ
ん
） 

扶養親族などの人数 所得上限額 収入額の目安

0人 858万円 1071万円

1人 896万円 1124万円

2人 934万円 1162万円

3人 972万円 1200万円



11 Tsurugashima　2022.6

市政情報

児童手当制度が改正されます 

問合先　こども支援課子育て支援担当

現
況
届
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な

り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
、
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
る
す
べ
て
の
方
は
、
毎
年

６
月
１
日
現
在
の
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
４
年
度

分
の
現
況
届
か
ら
は
、
市
が
住
民

基
本
台
帳
な
ど
で
現
況
を
確
認
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
次
の

方
を
除
き
、
現
況
届
の
提
出
が
不

要
と
な
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

・
離
婚
協
議
中
の
配
偶
者
と
別
居

し
て
い
る
方

・
Ｄ
Ｖ
避
難
な
ど
に
よ
り
、
鶴
ヶ

島
市
に
住
民
票
が
な
い
方

・
そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
の
案
内

が
あ
っ
た
方

※
　
該
当
者
に
は
、
６
月
上
旬
ま

で
に
市
か
ら
現
況
届
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
６
月
中
に
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い

所
得
要
件
が
見
直
さ
れ
ま
す

　
令
和
４
年
10
月
支
給
分
か
ら
、

所
得
上
限
額
以
上
の
方
は
、
受
給

資
格
が
消
滅
し
、
特
例
給
付
の
支

給
が
な
く
な
り
ま
す
。

※
　
扶
養
親
族
な
ど
の
人
数
は
、

令
和
３
年
分
所
得
申
告
の
際
の
人

数
で
す

※
　
扶
養
親
族
な
ど
が
４
人
以
上

の
場
合
、
１
人
に
つ
き
38
万
円
ず

つ
上
限
額
を
加
算
し
ま
す

※
　
受
給
資
格
が
消
滅
し
た
あ
と

に
、
所
得
上
限
額
を
下
回
っ
た
場

合
は
、
改
め
て
認
定
請
求
書
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す

　
詳
し
く
は
、
市
か
ら
の
案
内
通

知（
６
月
上
旬
ま
で
に
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
る
す
べ
て
の
方
に

郵
送
し
ま
す
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。詳細はこちら
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問合先　市民課戸籍担当

　
本
人
通
知
制
度
は
、
住
民
票
の

写
し
や
戸
籍
の
証
明
な
ど
を
、
代

理
人
や
第
三
者（
職
務
上
請
求
で

き
る
人
な
ど
）に
交
付
し
た
と
き
、

そ
の
事
実
を
本
人
に
通
知
す
る
制

度
で
す
。
事
前
の
登
録
が
必
要
で

す
。

　
自
分
の
住
民
票
の
写
し
な
ど
が

第
三
者
に
交
付
さ
れ
た
こ
と
や
、

委
任
し
た
請
求
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
通
知
さ
れ
る
の
で
、
不
正
取
得

に
よ
る
権
利
侵
害
の
抑
止
に
役
立

ち
ま
す
。

　
ま
た
、
本
人
通
知
制
度
が
一
般

に
周
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
委

任
状
の
偽
造
や
、
差
別
に
つ
な
が

る
身
元
調
査
な
ど
の
未
然
防
止
に

効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
一
度
登
録
す
れ
ば
更
新
は
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
住
所
・
氏
名
・

本
籍
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、
変
更
の
手
続
を
お
願
い
し
ま

す
。

受
付
場
所
　
市
民
課
、
若
葉
駅
前

出
張
所（
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク
内
）

登
録
で
き
る
方
　
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
本
籍
の
あ
る
方（
住
民
票

の
除
票
や
除
籍
な
ど
の
あ
る
方
を

含
み
ま
す
）

登
録
に
必
要
な
も
の
　

①
申
請
書（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

②
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）

法
定
代
理
人
が
登
録
す
る
場
合

①
、
②
お
よ
び
法
定
代
理
人
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
類（
戸
籍
謄

本
な
ど
）

代
理
人
が
登
録
す
る
場
合

①
、
②
お
よ
び
委
任
状

※
　
代
理
人
が
同
一
世
帯
の
方
の

場
合
、
委
任
状
は
不
要
で
す

通
知
対
象
と
な
る
証
明
書

・
住
民
票（
除
票
を
含
む
）の
写
し

（
本
籍
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書（
本

籍
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・
戸
籍
附
票（
除
附
票
を
含
む
）の

写
し

・
戸
籍（
除
籍
を
含
む
）謄
抄
本

・
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書

通
知
内
容
　
交
付
年
月
日
、
交
付

し
た
証
明
書
の
種
類
、
通
数
、
請

求
者
の
種
別（
代
理
人
ま
た
は
第

三
者
の
別
）

※
　
代
理
人
や
第
三
者
に
よ
る
申

請
内
容
に
つ
い
て
は
、
鶴
ヶ
島
市

個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
基

づ
き
、
本
人
が
開
示
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
証
明
書
を
取

得
し
た
代
理
人
や
第
三
者
の
個
人

情
報
は
開
示
で
き
ま
せ
ん
） 

扶養親族などの人数 所得上限額 収入額の目安

0人 858万円 1071万円

1人 896万円 1124万円

2人 934万円 1162万円

3人 972万円 1200万円
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マイナンバーカード交付ブースを設置しました

問合先　市民課住民記録担当

　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
専
用
ブ
ー
ス

を
設
置
し
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み

は
、
９
月
30
日
㈮
ま
で
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
し
た
方

が
対
象
で
す
。
な
お
、
健
康
保
険

証
と
公
金
受
取
口
座
の
登
録
に
対

す
る
ポ
イ
ン
ト
付
与
に
つ
い
て

は
、
６
月
開
始
予
定
で
す
。
詳
し

く
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
民
課
で
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
申
請
支
援
を
、
平
日
以
外
に
土

曜
日
の
午
前
中
も
行
っ
て
い
ま

す
。

詳細はこちら

※
　
６
月
４
日
㈯
０
時
か
ら
５
日

㈰
22
時
ま
で
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
の
た
め
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が

利
用
で
き
ま
せ
ん

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す

　
市
役
所
市
民
課
・
若
葉
駅
前
出

張
所
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
用
に
顔
写
真
を
撮
影
し
、
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
す
る
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

場
所
・
日
時

市
役
所
市
民
課
　
平
日
８
時
30
分

～
16
時
30
分
　
　
　
　
　
　
　
　

若
葉
駅
前
出
張
所
　
平
日
お
よ
び

土
・
日
曜
日
９
時
～
17
時

持
ち
物

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証

な
ど
顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１

点
、
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
顔

写
真
付
き
で
な
い
も
の
は
２
点
確

認
と
な
り
ま
す
）

※
　
そ
の
場
で
の
カ
ー
ド
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん
。
カ
ー
ド
が
で
き

る
ま
で
、
１
か
月
程
度
か
か
り
ま

す

民生委員・児童委員の社会調査について 

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
担

当
地
域
の
中
で
支
援
の
必
要
な
方

を
把
握
し
、
見
守
り
活
動
な
ど
に

つ
な
げ
て
い
く
た
め
、
年
間
を
通

じ
て
社
会
調
査（
訪
問
活
動
）を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
も
昨
年
度
に
引
き
続

き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
に
努
め
な
が
ら
、
主
に

高
齢
者
世
帯
の
お
宅
に
民
生
委

員
・
児
童
委
員
に
関
す
る
チ
ラ
シ

な
ど
の
ポ
ス
ト
投
函
や
必
要
に
応

じ
て
訪
問
を
し
ま
す
。 

　
訪
問
の
際
に
は
、
世
帯
構
成
や

緊
急
時
の
連
絡
先
な
ど
を
お
聞
き

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
へ

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
法

律
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱

を
受
け
た
、
地
域
福
祉
の
推
進
役

と
し
て
活
動
す
る
無
報
酬
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
、
県
の
非
常
勤
の
地

方
公
務
員
で
す
。

　
鶴
ヶ
島
市
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
担
当
区
域
は
、
１
０
７
地

区
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
加

え
、
子
ど
も
や
子
育
て
に
関
す
る

支
援
を
専
門
に
行
う
主
任
児
童
委

員
が
、
各
小
学
校
区
で
活
動
し
て

い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
区
域
に
お
い

て
、
身
近
な
相
談
相
手
と
な
り
、

市
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応

じ
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
行
政
や
専
門
機
関
へ
つ
な

ぐ
「
パ
イ
プ
役
」
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。

秘
密
を
守
り
ま
す

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、

法
律
に
よ
り
秘
密
を
守
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
職
務
上
知
り
得
た
相
談
内
容
や

情
報
を
他
の
人
に
漏
ら
す
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

民生委員・児童委員
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医療機関の適正受診にご協力ください 

問合先　こども支援課子育て支援担当、障害者福祉課障害者福祉担当

　
こ
ど
も
医
療
費
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
・
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
は
、
福
祉
の
向
上
を
目
的

と
し
て
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　
受
給
対
象
者
は
、
受
給
者
証
と

健
康
保
険
証
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
鶴
ヶ
島
市
お
よ
び
坂
戸
市

内
の
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い

が
な
く
な
り
、
必
要
な
医
療
が
受

診
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す（
例

外
も
あ
り
ま
す
）。

　
助
成
対
象
分
は
市
と
県
の
自
主

財
源
に
よ
り
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
つ
で
も
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
医
療
制

度
の
安
定
し
た
運
営
の
た
め
、
次

の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
し
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

休
日
や
夜
間
の
安
易
な
受
診
は

避
け
ま
し
ょ
う

　
休
日
や
夜
間
の
受
診
は
割
増
料

金
が
か
か
り
医
療
費
の
増
加
に
つ

な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
い
症
状

に
も
関
わ
ら
ず
休
日
や
夜
間
に
救

急
外
来
を
訪
れ
る
こ
と
で
救
急
外

来
が
混
み
あ
い
、
緊
急
性
の
高
い

重
症
患
者
の
治
療
に
支
障
を
き
た

し
ま
す
。
受
診
す
る
際
に
は
、
平

日
の
診
療
時
間
内
に
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
、
も
う
一
度
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

埼
玉
県
Ａ
Ｉ
救
急
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
急
な
病
気
や
け
が
の
際
に
、
家

庭
で
の
対
処
方
法
や
医
療
機
関
へ

の
受
診
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
チ

ャ
ッ
ト
形
式
で
気
軽
に
相
談
で
き

る
埼
玉
県
Ａ
Ｉ
救
急
相
談
が
整

備
さ
れ
ま
し
た
。
緊
急
の
場
合

は
、
埼
玉
県
救
急
電
話
相
談（
＃

７
１
１
９
）と
併
せ
て
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
か
か
り
つ
け
医
と
は
、
健
康
管

理
や
初
期
の
治
療
を
し
て
く
れ
る

身
近
な
お
医
者
さ
ん
の
こ
と
で

す
。
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
と
、

本
人
や
家
族
の
病
状
な
ど
を
把
握

し
て
い
る
の
で
、
も
し
も
の
と
き

に
適
切
で
迅
速
な
対
応
を
し
て
も

ら
え
ま
す
。

安
易
な
重
複
診
療
は

や
め
ま
し
ょ
う

　
同
様
の
症
状
ま
た
は
病
気
で
複

数
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と

は
や
め
ま
し
ょ
う
。
医
療
費
を
増

や
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
重

複
す
る
検
査
や
投
薬
に
よ
り
体
に

悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
心
配
が

あ
り
ま
す
。
受
け
て
い
る
治
療
に

不
安
が
あ
る
と
き
は
、
医
師
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

公益通報者保護制度について

問合先　産業振興課商工労政担当

　
国
民
生
活
の
安
全
・
安
心
を
損

な
う
企
業
不
祥
事
は
、
事
業
者
内

部
か
ら
の
通
報
を
き
っ
か
け
に
明

ら
か
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
企
業
不
祥
事

に
よ
る
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
そ
の
他
の
利
益
へ
の
被
害
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
に
通
報
す
る
行

為
は
、
正
当
な
行
為
と
し
て
事
業

者
に
よ
る
解
雇
な
ど
の
不
利
益
な

取
扱
い
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
す
。

　「
公
益
通
報
者
保
護
法
」
は
、

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
通
報
者

が
、
ど
こ
へ
ど
の
よ
う
な
内
容
の

通
報
を
行
え
ば
保
護
さ
れ
る
の
か

と
い
う
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
近
年
も
社
会
問

題
化
す
る
事
業
者
の
不
祥
事
が
後

を
絶
た
な
い
た
め
、
事
業
者
に
対

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
・
同
じ
効

き
目
で
、
新
薬
と
比
べ
開
発
費
が

少
な
い
た
め
に
価
格
の
安
い
お
薬

で
す
。
　

※
　
市
で
は
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
希
望
シ
ー
ル
」
を
、
こ
ど
も

支
援
課
と
障
害
者
福
祉
課
窓
口
で

配
布
し
て
い
ま
す

し
、
内
部
通
報
に
適
切
に
対
応
す

る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
な

ど（
窓
口
設
定
、
調
査
、
是
正
措

置
な
ど
）の
義
務
付
け
な
ど
を
規

定
し
た
、「
公
益
通
報
者
保
護
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
６

月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
公
益
通
報
者
保
護
制
度
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
消
費
者
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
外
部
の
労
働
者
か
ら

の
公
益
通
報
お
よ
び
公
益
通
報
に

関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
る
た
め

の
窓
口（
通
報
窓
口
）を
産
業
振
興

課（
市
役
所
２
階
）に
設
置
し
て
い

ま
す
。

消費者庁HP
はこちら

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
希
望
し
ま
す
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医療機関の適正受診にご協力ください 

問合先　こども支援課子育て支援担当、障害者福祉課障害者福祉担当

　
こ
ど
も
医
療
費
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
・
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
は
、
福
祉
の
向
上
を
目
的

と
し
て
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　
受
給
対
象
者
は
、
受
給
者
証
と

健
康
保
険
証
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
鶴
ヶ
島
市
お
よ
び
坂
戸
市

内
の
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い

が
な
く
な
り
、
必
要
な
医
療
が
受

診
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す（
例

外
も
あ
り
ま
す
）。

　
助
成
対
象
分
は
市
と
県
の
自
主

財
源
に
よ
り
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
つ
で
も
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
医
療
制

度
の
安
定
し
た
運
営
の
た
め
、
次

の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
し
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

休
日
や
夜
間
の
安
易
な
受
診
は

避
け
ま
し
ょ
う

　
休
日
や
夜
間
の
受
診
は
割
増
料

金
が
か
か
り
医
療
費
の
増
加
に
つ

な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
い
症
状

に
も
関
わ
ら
ず
休
日
や
夜
間
に
救

急
外
来
を
訪
れ
る
こ
と
で
救
急
外

来
が
混
み
あ
い
、
緊
急
性
の
高
い

重
症
患
者
の
治
療
に
支
障
を
き
た

し
ま
す
。
受
診
す
る
際
に
は
、
平

日
の
診
療
時
間
内
に
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
、
も
う
一
度
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

埼
玉
県
Ａ
Ｉ
救
急
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
急
な
病
気
や
け
が
の
際
に
、
家

庭
で
の
対
処
方
法
や
医
療
機
関
へ

の
受
診
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
チ

ャ
ッ
ト
形
式
で
気
軽
に
相
談
で
き

る
埼
玉
県
Ａ
Ｉ
救
急
相
談
が
整

備
さ
れ
ま
し
た
。
緊
急
の
場
合

は
、
埼
玉
県
救
急
電
話
相
談（
＃

７
１
１
９
）と
併
せ
て
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
か
か
り
つ
け
医
と
は
、
健
康
管

理
や
初
期
の
治
療
を
し
て
く
れ
る

身
近
な
お
医
者
さ
ん
の
こ
と
で

す
。
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
と
、

本
人
や
家
族
の
病
状
な
ど
を
把
握

し
て
い
る
の
で
、
も
し
も
の
と
き

に
適
切
で
迅
速
な
対
応
を
し
て
も

ら
え
ま
す
。

安
易
な
重
複
診
療
は

や
め
ま
し
ょ
う

　
同
様
の
症
状
ま
た
は
病
気
で
複

数
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と

は
や
め
ま
し
ょ
う
。
医
療
費
を
増

や
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
重

複
す
る
検
査
や
投
薬
に
よ
り
体
に

悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
心
配
が

あ
り
ま
す
。
受
け
て
い
る
治
療
に

不
安
が
あ
る
と
き
は
、
医
師
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

公益通報者保護制度について

問合先　産業振興課商工労政担当

　
国
民
生
活
の
安
全
・
安
心
を
損

な
う
企
業
不
祥
事
は
、
事
業
者
内

部
か
ら
の
通
報
を
き
っ
か
け
に
明

ら
か
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
企
業
不
祥
事

に
よ
る
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
そ
の
他
の
利
益
へ
の
被
害
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
に
通
報
す
る
行

為
は
、
正
当
な
行
為
と
し
て
事
業

者
に
よ
る
解
雇
な
ど
の
不
利
益
な

取
扱
い
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
す
。

　「
公
益
通
報
者
保
護
法
」
は
、

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
通
報
者

が
、
ど
こ
へ
ど
の
よ
う
な
内
容
の

通
報
を
行
え
ば
保
護
さ
れ
る
の
か

と
い
う
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
近
年
も
社
会
問

題
化
す
る
事
業
者
の
不
祥
事
が
後

を
絶
た
な
い
た
め
、
事
業
者
に
対

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
・
同
じ
効

き
目
で
、
新
薬
と
比
べ
開
発
費
が

少
な
い
た
め
に
価
格
の
安
い
お
薬

で
す
。
　

※
　
市
で
は
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
希
望
シ
ー
ル
」
を
、
こ
ど
も

支
援
課
と
障
害
者
福
祉
課
窓
口
で

配
布
し
て
い
ま
す

し
、
内
部
通
報
に
適
切
に
対
応
す

る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
な

ど（
窓
口
設
定
、
調
査
、
是
正
措

置
な
ど
）の
義
務
付
け
な
ど
を
規

定
し
た
、「
公
益
通
報
者
保
護
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
６

月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
公
益
通
報
者
保
護
制
度
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
消
費
者
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
外
部
の
労
働
者
か
ら

の
公
益
通
報
お
よ
び
公
益
通
報
に

関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
る
た
め

の
窓
口（
通
報
窓
口
）を
産
業
振
興

課（
市
役
所
２
階
）に
設
置
し
て
い

ま
す
。

消費者庁HP
はこちら

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
希
望
し
ま
す
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男女共同参画社会について考えてみませんか

問合先　女性センター☎287・4755

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は

　
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、「
男
女

が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ

つ
喜
び
も
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性

別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と

能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
社
会
で
す
。

　
国
の
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
は
、

毎
年
６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
の
１

週
間
を「
男
女
共
同
参
画
週
間
」と
し
、

市
で
は
こ
の
期
間
に
合
わ
せ
て
「
ハ

ー
モ
ニ
ー
ふ
れ
あ
い
ウ
ィ
ー
ク
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
、
６
月
16
日
㈭
か
ら
29
日

㈬
ま
で
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
お
い

て
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
た
展
示
を
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会

に
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。 

無
意
識
の
思
い
込
み

（
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
）

　
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担

意
識
は
、
女
性
だ
け
で
な
く
、
男
性

に
と
っ
て
の
生
き
づ
ら
さ
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
男
女
共
同
参
画
が
進
み

に
く
い
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
長
年

に
わ
た
っ
て
人
び
と
の
中
に
刷
り
込

ま
れ
た
無
意
識
の
思
い
込
み
が
あ
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　「
男
だ
か
ら
」、「
女
だ
か
ら
」
と
い

っ
た
考
え
方
は
、
一
人
ひ
と
り
が
持

つ
可
能
性
を
制
限
し
て
し
ま
う
場
合

　
ま
た
、
職
場
の
役
割
分
担
に
関
す

る
も
の
の
う
ち
、「
同
程
度
の
実
力
な

ら
、
ま
ず
男
性
か
ら
昇
進
さ
せ
た
り

管
理
職
に
登
用
す
る
も
の
だ
」
と
い

う
項
目
に
対
し
て
は
、
女
性
よ
り
も

男
性
の
方
が
、「
そ
う
思
う
」、「
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
と
回
答

し
た
割
合
が
、
全
て
の
年
代
に
お
い

て
高
い
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
は
、
内
閣
府
男

女
共
同
参
画
局
の
「
令
和
３
年
度
性

別
に
よ
る
無
意
識
の
思
い
込
み（
ア
ン

が
あ
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
の

将
来
の
目
標
な
ど
が
、
そ
の
考
え
方

の
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

私
た
ち
の
身
の
回
り
で
は

　
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
が
実
施

し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、「
共
働
き
で
も

男
性
は
家
庭
よ
り
も
仕
事
を
優
先
す

る
べ
き
だ
」
と
い
う
項
目
に
対
し
て
、

「
そ
う
思
う
」、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
割
合
は
、

女
性
よ
り
も
男
性
の
方
が
高
く
、
年

代
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
傾
向
が

強
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

20
代
同
士
の
男
性
と
女
性
を
比
較
す

る
と
、
８・４
ポ
イ
ン
ト
の
差
が
見
ら

れ
ま
し
た
。

コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
）に
関
す
る

調
査
研
究
」
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で

す
。

男
女
と
も
に
活
躍
す
る
た
め
に

　
女
性
の
視
点
を
経
営
に
取
り
入
れ

る
と
、
柔
軟
な
働
き
方
が
で
き
る
職

場
環
境
に
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
地
域
に
多
様
な

人
が
活
躍
で
き
る
事
業
所
が
増
え
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
国
で
は
、「
第
５
次
男
女

共
同
参
画
基
本
計
画
」
の
中
で
、
民

間
企
業
の
各
役
職
段
階
に
占
め
る
女

性
の
割
合
を
高
め
る
こ
と
を
成
果
目

標
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
男
女
の
性
別
役
割
の
違
い
に
よ
っ

て
生
じ
る
格
差
の
こ
と
を
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
」
と
い
い
ま

す
が
、
日
本
は
、
特
に
経
済
分
野
と

政
治
分
野
で
女
性
の
活
躍
が
進
ん
で

い
な
い
た
め
に
、
１
５
６
か
国
中

１
２
０
位
と
い
う
順
位
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
男
女
と
も
に
活
躍
で
き
る
社
会
に

す
る
に
は
、
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役

割
分
担
意
識
や
無
意
識
の
思
い
込
み

を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

調査結果全体
はこちら

「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ」
と思う人の割合

男性 20代

女性 20代

計23.6%

計15.2%

そう思う どちらかといえば
そう思う

0% 10% 20%

「同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ」
と思う人の割合

男
性

女
性

そう思う

どちらかといえば
そう思う

計21.2% 
計18.6%
計15.8%
計15.8％
計17.6% 
計10.6%
計11.3%
計12.1%
計 9.8%
計11.0%

20代
30代
40代
50代
60代
20代
30代
40代
50代
60代

0% 10% 20%

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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サツマイモを栽培している
皆さんへ

サツマイモに大きな被害を与える
サツマイモ基腐病が令和3年に県
内で初めて確認されました。本病
は糸状菌（カビ）の一種が種いもや
苗に感染し、それらが畑に植えら
れることで発病します。発病した
株で作られた菌の胞子が、雨水な
どにより移動することで周囲に拡
散します。疫病の感染を広げない
ために病気の早期発見、適切な処
分が必要です。農業者また家庭菜
園でサツマイモを栽培している方
は、本病の発生にご注意ください。
万一次のような症状を見つけた場
合は適切な対処をお願いします。
症状

・地面に近い部位の茎が黒変～黒
褐色に変色

・茎葉は黄色や紫色に変色し、症
状が進むと壊死
発病した場合の処分方法

・株を抜き取り、付着した土壌が落
ちないようにビニール袋などに入
れ、畑外に持ち出し、ゴミとして
処分してください。

・畑においては、すみやかに土壌消
毒を実施してください。
※　本病が発生した場合の注意事
項など詳しくは市ホームページを
ご確認ください
本病に係る相談については、いず
れかにご連絡ください。
県農産物安全課☎048・830・4053
県病害虫防除所☎048・539・0661
問　産業振興課農政担当

詳細はこちら

募　　集
地域福祉審議会委員

市では、誰もが安心していきいき
と暮らせるまちをつくることを基
本理念とする第3次地域福祉計画
を策定しました。この計画の進行
管理と次期計画策定の審議を行う、
鶴ヶ島市地域福祉審議会の委員（公
募による委員）を募集します。
対　市内在住で、地域福祉に関心
のある満20歳以上の方（公務員を
除く）
期　委嘱された日から諮問に対す
る答申の日まで（令和8年度末まで
を予定）
内　計画の進行管理に関する審議

（年1回程度）および次期計画策定の
審議（年4回程度（令和6年度～））そ
の他、地域福祉に関する講演会や
研修会などへの参加
定　2人
他　地域福祉計画は、社会福祉協
議会の「地域福祉活動計画」と一
体の形で策定しました。そのため、
審議会委員は、地域福祉活動計画
推進委員会の委員を兼務します。
申　6月20日（月）までに、公募委員
申込書（市ホームページからもダウ
ンロードできます）および「鶴ヶ島
市の地域福祉に関する意見」（様式
自由、字数1000文字以内）を本人
が直接、福祉政策課（市役所2階）へ
提出してください。
問　福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

詳細はこちら

お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第1期

つるバス・つるワゴン
「BusGO!」を始めます

つるバス・つるワゴンを待っている
とき、今どこまで来ているかなど、
不安になることがありませんか。

「BusGO!」は、つるバス・つるワ
ゴンの走行位置を、PCやスマート
フォンなどでリアルタイムに確認で
きる、バスロケーションシステムで
す。工事による渋滞や悪天候で運
行が遅れている場合などに、到着
目安が把握できるようになります。
運用開始日（6月中旬予定）について
は、決定次第市ホームページに掲
載します。
利用方法
①市ホームページまたは各停留所
に掲示されるQRコードなどから

「BusGo！」を開きます
②路線、停留所を設定します
③路線地図とつるバス・つるワゴ
ンの走行位置が表示されます
問　都市計画課交通政策担当

Infor-
mation




